
２０２６年度フリースクールおやまの学校運営業務 

委託事業者評価委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 ２０２６年度フリースクールおやまの学校運営業務を実施するにあたって、プロポーザ

ル方式の審査及び評価等を厳正かつ公正に行うため、２０２６年度フリースクールおやまの学

校運営業務委託事業者評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。 

（１）評価方法及び評価基準（評価項目、点数配分等）の審査に関すること。 

（２）提案の審査及び評価に関すること。 

（３）結果の公表方法に関すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 評価委員会は、委員４人をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１）教育委員会事務局管理部長 

（２）教育委員会事務局学校教育部長 

（３）教育委員会事務局学校教育部学びづくり課長 

（４）市民局北部支所北部地域振興課長 

 

（委員長） 

第４条 評価委員会に、委員長１人を置く。 

２ 委員長は、教育委員会事務局管理部長をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 評価委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

４ 評価委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

５ 評価委員会の会議は、非公開とする。 

 

 （委員等の責務） 

第６条 委員及び評価委員会の会議に出席した者は、審査の過程において知り得た情報を他に漏

らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 

 



（評価委員会の庶務） 

第７条 評価委員会の庶務は、教育委員会事務局管理部学校再編推進室において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、２０２６年（令和８年）２月２０日から施行し、２０２６年度フリースクールお

やまの学校運営業務に係る委託業者が決定したときに、その効力を失う。 


